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今週のことば

ガソリン補助金の延長
石油元売りに補助金を支給しガソリン等

の価格を抑制する措置は今月末で終了予

定だったが、補助内容を見直し年内まで実

施。ガソリン価格を１７５円程度に抑える｡

 ◆ 今週のこよみ ◆　ご自分の予定を確認して下さい

 ９／　４(月) 友引

 　　　５(火) 先負　第７８回国連総会開幕

 　　　６(水) 仏滅

 　　　７(木) 大安

 　　　８(金) 赤口　白露、ラグビーＷ杯フランス大会開幕

 　　　９(土) 先勝　重陽、救急の日、Ｇ２０サミット（インド）

 　　１０(日) 友引　大相撲秋場所初日

 先週の株と為替

　　　　日経平均株価　  円(対米ﾄﾞﾙ)

 8/28(月) 32,170 △546   146.53 ▼0.48

   29(火) 32,227 △ 57   146.45 △0.08

   30(水) 32,333 △106   146.37 △0.08

   31(木) 32,619 △286   145.90 △0.47

 9/ 1(金) 32,711 △ 92   145.41 △0.49

令和６年度税制改正に向けた各府省庁の要望

　令和６年度税制改正に向けた各府省庁からの要望

が出揃い、以下のような改正が要望されています。

◎賃上げ促進税制の拡充及び延長……国内雇用者に

対する給与等支給額を増加させた場合の税額控除制

度について、＊本税制の延長期間を長期化、＊赤字

等の厳しい業況でも賃上げを行う中堅・中小企業を後

押しするため、税額控除額が上限を超えた場合に控

除しきれなかった金額の繰越しを認める措置を創設、

＊仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企

業に対する控除率の上乗せ措置を創設する。

◎事業承継税制の延長等……法人版事業承継税制

（非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制

度）の特例措置や、個人版事業承継税制（事業用資

産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）を適用す

るために必要となる承継計画の提出について、令和

６年３月末までとなっている提出期限を延長する。

◎イノベーションボックス税制の創設……国内で自

ら研究開発を行い取得した特許等の知的財産から生

じる所得（ライセンス所得等）に優遇税率を適用す

る「イノベーションボックス税制」を創設する。

◎「流行初期医療確保措置」による収入の非課税措

置の創設等……改正感染症法（令和６年４月施行）

により感染症の流行初期に病床確保と発熱外来に関

して初動対応等を行う特別な協定を締結した医療機

関に措置される「流行初期医療確保措置」の収入に

ついて、事業税の非課税措置等を講じる。

◎国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対

象拡大……国立大学法人等に対する個人寄附につい

て、修学支援事業及び研究等支援事業以外の事業を

対象とする場合も税額控除を選択可能とする。

■ この記事の詳細は､情報ＢＯＸ２０１５３３

ふるさと納税に係るルールが来月から変更

　ふるさと納税の対象となる地方団体は、募集の

実施や返礼品などの基準に適合する団体として総

務大臣の指定を受ける必要があります

　来月から基準が一部改正され、寄附金の５割以

下とされている募集に要する費用（返礼品等の調

達や送料、広報、事務などの費用）について、ワ

ンストップ特例や寄附金受領証に係る事務など募

集に付随する事務の費用も含めて算定することな

り、返礼品の内容などが変わる可能性があります。

　また、地場産品基準について、熟成肉及び精米

は原材料が当該地方団体が属する都道府県内産で

あるものに限られ、例えば、海外産の牛肉を区域

内で熟成させたものなどは認められません。

★☆★ ９月のチェックポイント ★☆★

※ ９月も猛暑が続く予報が出ています。過労・不

注意による労働災害・交通事故や業務の単純ミ

スを防ぐために、事業所挙げて体調管理を徹底｡

※ 健保・厚年の新標準報酬月額決定通知書が届き、

９月分（１０月納付）から適用されるので、各人

に通知するとともに賃金台帳に転記します。

※ ９月は１０月１日から始まる「全国労働衛生週

間」の準備月間。今年のスローガンは「目指そう

よ二刀流　こころとからだの健康職場」です。

※ ９月２１日～３０日は「秋の全国交通安全運動」。

　　　情報ＢＯＸ番号が付いている記事の詳細情報は下記

　　　 の手順で取り出すことができます。【無料】

　　　 ①03-3940-6000へＴＥＬ(プッシュ回線)。

　　　 ②記事下のＢＯＸ番号を入力し＃。

　　　 ③取り出し先のＦＡＸ番号を入力し＃。

　　　 ※アナウンスのガイドに添って入力して下さい。

詳

細

請

求

手

順

発行日２０２３年 ９月 ４日(月)
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令和 6 年度税制改正に関する各府省庁の要望（主に経産省要望） 

◆大企業向け・中小企業向け賃上げ促進税制の拡充及び延長 

・今年の 30 年ぶりの高い水準の賃上げ率を一過性のものとせず、少子化対策にもつながる「構造

的・持続的な賃上げ」を実現する観点から、本税制の延長期間を長期化する。 

・賃上げを行う企業の裾野の拡大に向けて、中堅企業に対する措置を強化（要件の緩和等）すると

ともに、赤字等の厳しい業況の中にある中堅企業の賃上げを後押しする観点から、税額控除額が控

除の上限額を超えた場合に、控除しきれなかった金額の繰越しを認める措置を創設する。 

・仕事と子育ての両立や女性活躍支援に積極的な企業に対する控除率の上乗せ措置を創設する。 

◆法人版（特例措置）及び個人版事業承継税制の見直し及び延長 

・法人版事業承継税制（非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度）の特例措置は令和 9

年 12 月末まで、個人版事業承継税制（個人事業者の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予

制度）は令和 10 年 12 月末までの時限措置であり、いずれも適用を受けるためには承継計画を策

定し、令和６年 3 月末までに都道府県庁へ提出（確認申請）することが必要とされている。 

・経営者の高齢化の進展等を踏まえ、承継計画の提出（確認申請）の期限を一定期間延長するとと

もに、本税制の適用期間における事業承継の取組等も踏まえ、円滑な事業承継のために必要な措置

について検討する。 

◆イノベーションボックス税制の創設 

 我が国の研究開発拠点としての立地競争力を向上し、民間企業の無形資産投資を後押しするため、

民間企業の課税所得のうち、我が国で研究開発した知的財産（特許等）から生じる所得（ライセン

ス所得等）に対して優遇税率を適用する措置として「イノベーションボックス税制」を創設する。 

◆エンジェル税制の拡充 

・令和 5 年度税制改正で、株式譲渡益を元手とした創業間もないスタートアップへの再投資等に対

する非課税措置を創設したが、株式譲渡益が発生した年内に投資を行う必要がある等、課題が残る。 

・更なる利活用拡大のために、①株式譲渡益を元手とする再投資期間（現行は同一年内）の延長、

②信託を活用して投資事業有限責任組合（LPS）に出資し、スタートアップに投資する場合等の対

象化等を検討する。 

◆ストックオプション税制の拡充 

 税制適格ストックオプション（権利行使時の課税繰延べ等）について、株式保管委託要件の撤廃、

社外高度人材への付与要件の緩和・認定手続の軽減、権利行使限度額の大幅な引き上げまたは撤廃

等、利便性を向上させるための見直しを行う。 

◆個人から上場ベンチャーファンドへの投資を促す税制措置の創設 

 スタートアップへの資金供給を更に強化するため、非上場株式に投資する上場ベンチャーファン

ドへの個人からの投資等に対する、税制上の優遇措置を創設する。 

◆第三者保有の暗号資産の期末時価評価課税に係る見直し 

・内国法人が有する暗号資産（一定の自己発行の暗号資産を除く）のうち活発な市場が存在するも

のについては、税制上、期末に時価評価し、評価損益（キャッシュフローを伴わない未実現の損

益）は課税の対象とされている。 

・こうした取扱いは、ブロックチェーン技術を用いたサービスの普及や事業開発等のために、暗号

資産を継続的に保有する内国法人に対して、キャッシュフローを伴う実現利益がない中でも課税が

なされるものとなることから、法人（発行者以外の第三者）の継続的な保有等に係る暗号資産につ

いて、期末時価評価課税に係る見直しを進める。 

◆改正感染症法の流行初期医療確保措置による収入の非課税措置の創設等 

 令和 4 年 12 月に公布された改正感染症法が令和 6 年 4 月 1 日に施行されることに伴い、感染

症の流行初期に病床確保と発熱外来に関して初動対応等を行う特別な協定を締結した医療機関につ

いて、感染症流行前の同月と同水準の収入を保証する「流行初期医療確保措置」による収入につい

て、社会保険診療による収入と同様に事業税の非課税措置等を講ずる。 

◆国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大 

 国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人日本学生支援

機構及び大学共同利用機関法人に対する個人寄附について、経済的理由により修学が困難な学生等

の修学支援に係る事業（修学支援事業）、学生又は不安定な雇用状態である研究者（ポスドク）に

対する研究への助成又は研究者としての能力向上のための事業（研究等支援事業）以外の事業であ

る場合にも、所得控除の他に税額控除を選択できるように措置する。 


